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議会改革特別委員会会議録 

 

開閉日時 令和７年 10 月 15 日（水) 午前 11 時 16 分～午後０時 44 分 

会  場 高浜市議場 

 

１．出席者 

１番 橋本 友樹、 ２番 荒川 義孝、 ５番 野々山 啓、 ６番 今原ゆかり、 

７番 福岡 里香、 ８番 岡田 公作、 10 番 北川 広人、 11 番 鈴木 勝彦、 

12 番 柴口 征寛、 13 番 倉田 利奈、  14 番 黒川 美克 

  オブザーバー 

   議長（３番）神谷 直子、 副議長（９番）長谷川 広昌 

 

２．欠席者 

   なし 

 

３．傍聴者 

   一般１名 

 

４．説明のため出席した者 

   なし 

 

５．職務のため出席した者 

議会事務局長、書記１名 

 

６．付議事項 

 １ 反問権の明確化について 

 ２ 自由討議のあり方について 

 ３ 趣旨採択について 
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７．会議経過 

 

 委員長挨拶 

 

委員長 本日、委員会の傍聴の申し出がありましたので、高浜市議会委員会条例第 19 条第１項

の規定により傍聴を許可いたしましたので御了承願います。 

ただいまの出席委員は全員であります。よって、本委員会は成立いたしましたので、これより

議会改革特別委員会を開会いたします。 

 次に、本委員会記録の署名委員の指名についてですが、本件については、副委員長の荒川義孝

委員を指名いたします。 

 本日の案件は、お手元に配付されております付議事項のとおりです。 

 

 

《議 題》 

１ 反問権の明確化について 

委員長 この件につきましては、前回、各会派の意見を伺った上で、検討課題を抽出しました。

その課題に対する御意見を各会派より事前に御提出をいただきまして、今日皆さんのほうに配付

をされております。御協力ありがとうございました。 

資料として配付しておりますけれども、改めて各会派の御意見を、補足がありましたら補足も

含め、発表をお願いしたいと思います。 

まず初めに、市政クラブさん。２番、荒川委員。 

意（２） 市政クラブといたしましては、議事整理権がキーワードになってくるということで明

確にさせていただきます。その中でそれぞれの役割、議長それから委員長等の責務の明確化、そ

れから質問側の議員の責務を明確化ということで書かせていただきました。 

まずそれをそれぞれ少し確認をさせていただきたいんですけど、従来どおり、議長、委員長に

ついては議事整理権に基づいて反問権を行使する許可を出すことができます。ただ、この許可に

つきましては、一つ条件をつけさせていただきます。質問する議員それから当局によっても、議

論を深める上でケースバイケースという部分があるかもしれないですが、ここで反問できる範囲

ということで１から３まで記載されております。質問者によって、それから答弁者によって、こ
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れが１もよいケースもあれば、２もよいケースもある、３もよいケースもある。それぞれによっ

ていろいろ変わってくるということで、あくまでもやはり議長、委員長の議事整理権に基づいて

判断が必要になってくると思います。まれに、反問権を許可するだけではなくて、それが議論を

深める上で適切な内容であればということで判断した場合は反問権を許可する場合もあります

が、逆に、反問権が適切でない場合というのは、やはり判断して、注意、制止をすることもでき

るといった、ただし書きを加えました。 

逆に、議員の責務ということで、議員も反問権が行使された場合に責任を持って調査に基づく

質問、質疑を行って、反問に誠実に答えなければなりません。ただし、ケースとして反問権が行

使された後に、反問権に対する質疑が行使されない場合っていうのはやはり議論は成立しないの

で、深める上で、その点においては議員が行った質問自体を却下という形も考えられると思いま

す。 

以上のように、この目的というのは市政クラブといたしましては、議員の考え方やそれから内

容、趣旨の確認、論点及び争点を整理し、明確にすることでかみ合った質疑・質問と答弁が実施

されることを目的といたしておりますので、そのあたりを強く出す上で、議事整理権といった部

分を強く、その代わり、議長、委員長の責務というのは非常に重要になってきますので、そのあ

たりをしっかりと御判断いただいて行使していただければと思っております。 

委員長 続きまして、公明党さん。６番、今原委員。 

意（６） 基本的に今までと考え方は変わらないんですけれども、反問権の許可は議長、委員長

にありますので、許可された場合はしっかり責任を持って誠実に答えるということに変わりはな

いです。 

委員長 次に、共産党さん。12 番、柴口委員。 

意（12） 前回も申し上げましたが、運用範囲が広がりすぎると、質問者が自由に発言しにくく

なり、対立的な雰囲気を生むおそれがあるため、③の質問の意味が不明なとき、または質問内容

の確認、これを基本として、①と②については、議論の理解を進める上で特に必要な場合に限り、

抑制的に認めることが適当ではないかなと思います。 

また、反問権を行使する際なんですが、①から③のどの区分に基づく反問であるのか、質問の

どの部分に関するのかを明示することを原則として、議長、委員長が議事整理権に基づいて適正

に運用されるべきではないかと考えます。 

委員長 次に、新政会さん。14 番、黒川委員。 
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意（14） ここに書いてあるとおりです。 

委員長 高志クラブさん、８番、岡田委員。 

意（８） 記載のとおりです。 

委員長 次に、先に凛々会さん。７番、福岡委員。 

意（７） 私も共産党さんと一緒で、３を中心、反問は質問の内容や意図を確認するためのもの

を中心に行うことが望ましいかなと思ってます。その上で質問者の考え方とか疑問点を聞くとき

は、必要な範囲にとどめる。反問を行う際は、前の議事録を見させていただいて、目的を分かり

やすく、反問するときはちゃんと伝えることと、やり取りが複雑にならないように１問につき反

問１回など、回数制限をするのはいいかなと思いました。反問に対しては答弁義務を明確にすべ

きかなと思います。 

委員長 それでは、高浜市民の会さんは御意見いただいてないんですけど、よろしいですかね。 

意（13） 前回と特に変わりないです。同じ主張です。 

委員長 それでは様々な御意見がありますけれども、皆さんからお出しいただいたものに対して、

意見に対しての質疑等ございましたら、ここで発言を許しますけれども、どうでしょうか。 

意（13） もちろん議長や委員長、議事整理権があるんですけど、これをどうしていくかってい

うところだと思うんですよね。もし私が市長だったらずっと反問権しますよ、この状況だったら。

ずっと何でそういう質問するんですか、それは誰から出た話なんですか、それに対してなぜここ

までどういう過程を経て質問してきたんですか、これはどの法律に基づいた質問なんですかとか、

これずっと私質問すると思うし、私たちは、市長をはじめとする行政側をチェックする立場なん

ですよね。そのための質問する側なので、向こうから質問を受けるっていうのはやっぱりそれは

答えれないとき、質問に対して何て答えていいか分からないときとか、例えば私が総合サービス

についてお伺いします、総合サービスどう思いますかって言ったとしても、総合サービスの運営

が問題なのか、在り方が問題なのか、総合サービスの具体的などっかの事業が問題なのかという

ところが分からないときに、じゃあ具体的にどういうことで今質問されたのか教えてくださいっ

ていうのが多分１番だと思うんですよね。だから、いわゆるこちらは質疑をしていく、私たちは

執行権がないわけだから、執行権や提案権のある、そして特に予算の執行権、それを持ってる当

局に対してそれが正しいかどうかっていうところを私たちはチェックする側なので、逆に議事整

理権があるからといって反問権をずっと何もなく行使されたら、私が市長だったらずっと反問権

行使してずっと聞いちゃうよねっていうところなので。だから、そこはどうされるんですかね。
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私それを議事整理権に基づきってどういうふうにされるのか全然よく分からないなっていうの

と、あと議員の責務の明確化ということで、反問に対して誠実に答えなければならないというこ

となんですけど、誠実に答えればそれはすごく議論が深まるかもしれないんですけど、例えば一

つの議案に対して私たちは資料でもらったものしかないけど、当局はこんな厚い、国から来たも

のとか法律の解釈とかすごいいろんな資料を持っているわけなんですよね。なので、そういう人

に対して私たちはどうやったって聞かれたって答えられないことばっかりですよ、向こうはこん

なに資料持ってて、私たちこれだけしかないわけなので。だから答えられないわけなので、それ

をこないだも都計法の何条なんですかとかって言われても、いや都計法の何条まで私調べてない

し、都計法に違反するんじゃないかということでただ聞いてるだけなのに、何条ですか、何条で

すかとかって聞かれてもそれは私たち分からない話だし、もしそういう数字とか、そういうこと

を言われるのであれば、事前にそれは通告してもらわないと困りますよっていうとこなので、通

告もどうやってやるのかなと思うので、そのあたりどうされるんですかね。教えてください。 

意（２） 今、お示しがなかったと思うんですけど、市政クラブに対する質問だと思いますが、

お答えさせていただきます。 

倉田委員の今の議事整理権についての質問なんですけど、この前段の部分はもってのほかの御

意見でして、議事整理権というのはやはり議論が、質問・質疑、答弁が円滑に進むために行うも

のであって、なぜなぜ質問に一々答える、議長、委員長も対応するべきではないので、議論を深

める上でその時点時点でやっぱり議長、委員長というのはものすごい責務になると思います。重

要に判断していただいて、これがちゃんと答弁まで流れていくと判断すれば許可すべきでありま

すし、それがない場合では不許可という形で却下すると思います。 

それから、議員の責務の明確化で、御自身の質問や質疑を議員として行っているわけでありま

すので、それなりの目的や意識それから概略、いろいろ自身で理解して、今ここにも書いてあり

ますが、責任を持って調査に基づく質問・質疑を行っていると思いますので、答弁されてその意

図を答えられないとか、第何条というのはその場に持ち合わせなければ後ほど答えるとかいろん

な方法はあるかと思いますが、そのあたり自分の質問・質疑でありますので責任持って答えて、

正しい答弁、望む答弁を引き出すような努力が必要ではないかと思います。 

委員長 ほかに。 

 

 意見なし 
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委員長 今回のこの反問権の明確化についての部分ですけれども、検討事項として出させていた

だいた部分に関して、検討課題に書いてあるように、反問することができる範囲の認識っていう

ものをどのレベルで共有していくかっていうところ。それからもう一個は、議長、委員長の議事

整理権に基づく采配というのが統一的になるかどうかっていうところ、この２つが大きな課題に

なっているのではないかということで出させていただいたわけです。ですから、これ多分突き詰

めていってもどっかの申合せとかで文言で書くっていうのもなかなか難しかったりだとかして

いくと思うんですよね。ですから、その辺のところも踏まえて考えていかなきゃいけないという

ことだと思います。 

元を正せば、反問権というのはより分かりやすい議論にするためにあるというのが基本で取り

入れているわけですから、それをなぜ反問してくるんだっていう態度で受け止めるのではなくて、

私が伝えきれてないこの質疑の中身、これをもっとしっかりと伝えなきゃいけないんだという姿

勢で臨むというのは、これは多分今までも今からも変わるべきものではないというふうに思うん

ですよね。これがだから議員における責任だと思うんですよ。ですから、そういう部分を明確化

するっていうのは多分文言でもできると思うんです。ですから、もう少し議論をしていく中で、

一番ルール化しやすいものを例えばで言わせていただくと、先ほど荒川委員も少し触れましたけ

れども、議長が例えば反問権行使を認めたとします、反問権を行使して反問したとします。その

ときに議員さんが答えられなければ、その答えがなければ答弁ができないという判断を議長がも

しするんであれば、当然、元の質疑は取り消してもらわなければいけないということになります

よね。でなきゃ、反問権の存在も意味がありませんし、それから議事整理権も意味がなくなって

しまいますから、そういうことはやっぱり統一的にどっかに明文化するなら明文化していかなき

ゃいけないでしょうし、そういうものを明文化することによって議事整理権というものは上がる

と思うんですよ、こういうものがあるんだという意識を持ちながら議事整理をしていくわけです

から。そういうのがやっぱり必要なのかなという気がするんですけれども。論点をそうやって絞

っていかないと、ここの議論がかみ合わなくなってしまいますので、そんなイメージで。 

今、私が言ったことに意見をしていただく必要はありませんけれども、皆さん方からいただい

た意見の中で今言ったような論点を含めて、御意見がある方は出していただければと思うんです

けども、どうでしょうか。 

意（13） 今の委員長のお話でお聞きしたいんですけど、反問権は議論の内容を分かりやすくす
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るためにするっていうふうにおっしゃったと思うんですけど、それってどっかに明文化されてる

んですか。 

意（２） 実はそれを今投げかけをしているところであります。方法としていろいろあると思い

ます。要綱に載せる、それから申合せていくのか、それともこの議員同士の理念の中でこれを共

有していくのか、いろんな方法あると思いますので、そのあたりを御協議いただければと思いま

す。ただし、いろいろなパターンがあるので、非常にこれ明文化することは難しい部分もあるか

と思いますけど、そのあたりが議論が必要だと思います。 

意（13） 私はよく分からなくて、先ほどから言っているように私たちは質問しかできないんで

すよね、いわゆる執行権がないわけなので。ましてやなかなか、ずっとそれを仕事として、例え

ば私たちは全体を見なきゃいけないですし、市政。例えば一つの部局だったら一つの部局でこう

いう条例改正を出そうとか、国からこういうのが来てるから条例改正しなきゃいけないとかいう

ことも、私たちはそういった情報も入ってこないわけなんですよね、事前に。そういう中で分か

らないことを一般質問で聞いて、それを明確化していく。それが私たちの仕事であり、そういう

中で分からないことを聞いてくっていうのが私たちの仕事なので、だから一般質問っていう名前

だと思うんですね、質問なんですよね。一般議論じゃないんですよね。一般質問という名前だと

思うんですね。そういう中で、やはり衛生組合とか衣東とかで見ていても、多分議員がこんなよ

うなこと聞いてるんだろうなっていうことをちゃんと酌んでいただいて、こういうことをお聞き

になってると思うんですけど、こういうお答えでいいでしょうかっていうことで、すごく丁寧に

答弁いただいてるっていうのをすごく自分も経験してるし、傍聴で見てきています。なので、や

はりそういったところが高浜市は、ここの市議会はないのかなっていうところで、そういうとこ

ろで分からないのであれば、こういう意図でお聞きした、そういう質問でよろしいですかとか、

このことについてもう少しどの部分を聞きたいのか教えてくださいとかそういった質問ならい

いと思うんですけど、これまでの反問権の議事録を見ても、そういった質問じゃないなっていう

のが多々あるもんですから、それをただ単に議長や委員長の議事整理権に基づいて、今までと同

じようなことであれば、これは私は非常に問題だと思うので、そこを整理していただくのならい

いんですけど、今おっしゃってることが何をどう決めていくのか、なかなかイメージがつかない

んですけど、分かれば教えてください。 

意（２） まず１点目で、倉田委員が衣東とか衛生組合を引き合いに出されたと思うんですけど、

なぜあそこは丁寧に答弁をされてみるかっていうと、答弁時間というのは議員の質問時間を侵食
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していないんですよ。なので、丁寧に答えてくれてる部分あるんですけど、高浜市議会において

は、簡潔簡便に答えていただいてる部分もあって、そのあたりも掘り下げて質疑を確認するって

いう部分をしながら答弁はしてないと思います。 

それで、先ほどからも何度もお話させていただいてますけど、自分の質疑に対してより深く質

疑してもらうために向こうが答えてくれます。ただ、先ほども議事録を確認すると、逸脱してい

るような反問権を行使してるっていう部分あるんですけど、やっぱり当局が理解するためにはそ

れを聞かなきゃいけないっていう部分もあったりもするかと思います。だからいろんなケースが

存在します。だから今回、会派の考え方やその理由の中で、議事整理権の中にその反問権を却下

することができる、それから抑止することもできるというような旨も入れておりますので、そこ

はやはりこれからの議長、委員長の責務というのはすごく大きいかと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

意（13） 反問権を却下したり、抑止は今まででも多分できてたと思うんですよ。だから別に、

反問権ではありませんので許可しませんでいいと思うんですね、それは。だから別にそれはそれ

で全然いいし、そのやり方でいいと思うんですけど、ただやはり、特にこの公明党さんの、反問

権を受けた場合には、質問者としての責任を持って誠実に応答することって書いてあるんですけ

ど、私は今まで反問権で、反問権であったものもありますよ、あるんだけど、いやこれは違うよ

ね、これは違うよねっていうものがあるもんですから、やはりそれに対してもなぜ誠実に応答し

ないといけないのか。特に私が気になってるのは、私が質問したＡことを質問して、Ａのことを

返してくれればいいんですけど、論点をずらすような反問がすごく多いなっていうところは思う

ので、それは違うなと思うので、やはりそういうのはもちろん今までどおり議事整理権に基づい

て許可しないということでいいと思うので、なので反問権でないものに対しては、やはりそれは

反問権か反問権でないのかっていうのは委員長や議長がその場で判断して許可する許可しない

はあると思うんですけど、まずそれに対して答える答えないは反問権でないものも今まであった

ので、答えなきゃいけないっていうのは、いろんな文献ありますけど、反問権に対して必ず答え

なきゃいけないとか誠実に答えなきゃいけないっていうのは読んだことはないので、ましてや執

行権、先ほど言ってるように向こうにしかないわけですので、私たちは一般質問をする、チェッ

クする側の人間ですので、国会とも違いますからね、二元代表制ですからね。そのあたりを理解

した上でしっかり臨んでほしいし、私何度も言いますけど、もし私が市長だったらすごい逆に皆

さんの意見を聞きたいもんだから、議員の意見をどんどんどんどん聞いちゃうだろうなと思いま
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す。 

委員長 言ってることがよく分からんですけど、今 13 番委員が言われたことは、要は議長、委

員長の出来が悪いから、反問の幅を広げて何でも反問だって言って議員にぶつけとるというよう

にしか聞こえないんですよね。それを言い出したらきりがない話なんですよ。答弁を求めますっ

ていうことを言うじゃないですか、当局側にも。それから議員さんのほうにももう少し分かりや

すい意見じゃなく質疑をしてくださいとかっていうことも言いますよね。それと同じことをやっ

てると思うんですよ。だからそれが反問権じゃないだろうというのは、それは御自身の判断であ

って、御自身が判断するから、ここでどうやって統一化していきましょうかという話をしてて、

その前提に委員長とか議長の采配にあるんですよというところを基本に持ってってもらわない

と、反問権も質問権も意味をなさなくなると思うんですよね。 

意（14） 意見を聞いとってもそうなんですけれども、僕、今高浜の議会の中で一番感じてるの

は、信頼感がお互いに持てない部分が多いと思うんですよ。なので、僕、基本的にはやっぱり相

手を信頼する、そういう気持ちをみんなが持っていただければ、こういったような議論やなんか

でもわりかしスムーズに進むと思うんですけれども、そういったところをやっぱりお互いに相手

を敵と思うんじゃなくて、同じ議会の仲間ですので、お互いを信頼して。そこで信頼関係が生ま

れてこないというと、僕もなかなか議論やなんかでもなかなか進まないと思うんですわ。その辺

のところをしっかり皆さんにも考えていただきたいと思います。 

意（13） 市民の代表で出てますよね、皆さん、お一人お一人が。多くの市民の代表で出ている

わけなので、私たちの後ろには市民がいるんですよ。だから当局は、やはり市民に対して誠実に

説明責任を果たす義務が私はあると思ってます。なので、それを果たしていただくっていうとこ

ろが私は、今高浜市議会はっておっしゃったんで、そこが私はちょっと抜けてるかなっていうと

ころを多々感じるんですね。多々感じるもんだから、反問権をすごく連発されるようなところが

多いのかなと思うもんですから。確かに議事整理権に基づいてやればいいんですけど、反問権じ

ゃないものに関しては、やはりそれは議員が反問権じゃないですって、それはその意見を尊重す

べきだと思いますし、別に反問権に対して答えなきゃいけないっていう義務は私たちにはないわ

けだし、もしそれをあの議員答えてないなと思ったらそれは市民が評価するだけの話だと思いま

すし。なのでやはり反問権はこれまでどおり質問に対して、もうこれは答えるの難しいなとか、

どう答えていいか分かんないって言ったときにだけ、きちんとこういう意味でよかったでしょう

かとか、こういう質問の趣旨でよかったでしょうかっていうことであれば、それは反問でいいと
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思うんですよね。だから、それ以上のことを決める必要があるのかなと思うんですけど、どうな

んですか。 

意（２） 倉田委員、根柢のところをちょっと理解いただきたいんですが、おっしゃる意図はよ

く分かります。一番の根底というのははっきりしないんですよね、ぼやっとしてて、反問権あり

ますよ、議事整理権ありますよっていうぐらいのとこだったんですけど。基本的にやっぱりどち

らが主になっているかっていう部分、それぞれ主という部分が入れ替わっていくと思います。質

問してる時は当然、議員側の質問です。答弁する時は、やっぱり向こうも市を代表して答弁する

んですよ。こちら市民の代表なので、市を代表して答弁してくるので正しく正確に答えたい部分

があるもんですから、それを答えてあげるのも議員の責務だと思います。それを断っちゃうと、

キャッチボールできないんですよ。質問してきたことを自分への反発と感じては駄目です。自分

の質疑を有意義にするためにそれを受けて、本当に答えれなかったら、当局も持ち合わせてませ

んとかいろんなのがあります。法律が分からなかったら分かりませんでいいと思うんですよ。そ

のあたり、意地を張らずにしっかりと対応できれば、こんなことにならないんじゃないかと思い

ますが。 

委員長 反問権というのは、ここのところ非常に多く議会の中でも出てくるワードになってます

けれども、私も当然議員としてそこに一緒にいるわけですから聞いてるんですけども、基本的に

現状のこの３つの反問することができる範囲の中におおむね収まった反問だというふうに思い

ます。要は、聞き方の問題だと思うんですよ。例えば、質問や質疑に対してもそうですけども、

明らかにこれ当局を困らせるために言っとるだろうと、それをここで言わせる必要があるのかど

うなのかっていうことを思ったりもすることもあります。だから、それが質問者のテクニックで

あったりもするわけですよね。これを聞いてこれを聞いてこれを引き出すというロジックを組み

立てられてて、それを使ってるっていう可能性もこれ当然否定できません。だから、それに関し

てはどうせいこうせいということは思いませんけれども。だけど今我々が議論している反問権の

明確化というのは何かっていうと、先ほど言ったように、議事整理権というものをしっかりとそ

の立場でやってるんだっていう認識を長たるべきものは持つというところを一つしっかりする

こと。それからもう一つは、当局の方々に関してもきちんと尊厳を持って質疑に当たるというこ

と。それから何よりも大事なことが、先ほど来から出ている市民の方々に分かりやすい議論にす

ること。こういったことが多分、明確化の中にうたわれていくべきことだというふうに思うんで

すよね。これが根底にあって、だから反問権が存在するんですよ。何を聞かれてもいいですよっ
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て、それがそのときの議長なり委員長が認めるものであれば、何を反問されてもいいんだと。そ

の代わり、反問されてもいいようなバックボーンを持った質疑をきちんとやるんだという議員の

一番の資質になるところ、そういったところも当然、その中にまた入っていくんでしょうけども。

そういうレベルの形でなければ、やっぱり明文化はなかなか難しいのかなっていうことを思いま

すけども。市政クラブさんとか、共産党さんなんかは非常によく整理をされて、今回、御意見を

出してきていただいてると思うんですよ。 

一度、初めからずっと言ってる反問することができる範囲が３つうたってありますけれども、

これに加えて、これを原則として議長あるいは委員長の議事整理権、これに一任するという形を

していくというふうに本当の大雑把ではありますけども、ここで議論をしたっていう、皆さん方

が議論をしたときにこうだったよねっていう思いが常に腹の中にあるような形でそういう形に

していくか、あるいはきちんとした例えば明文化するだとか共通認識をどっかにうたうだとかそ

んなふうにしていくのか、こういった場合にこういったものをどういうふうにしていくかってい

うことを一度御検討いただければなというふうに思いますけれども。そこを決めないと、ここか

ら先ってなかなか難しいのかなって気がするので。だから議長にそれができるのか、委員長にそ

れができるのかという話は置いといて、皆さん方が選んだ議長であり委員長であるわけですから、

今後もですけれども、その議事整理権というものをしっかりと信じてやっていくという方法しか

ないと思います。 

それからもう一つは、高浜市議会ではあまり運用的にはほぼないですけども、それをしっかり

と適切にやっていくための補佐機関が議会運営委員会なんですよね。だから、議運に諮って、あ

のときの議長のこういうあれはよかったのかどうなのかというようなことを、反省しかできませ

んけども、そういったところも今後そういうのもあるんだということを認識いただいた中で考え

ていただければといいと思います。 

あとは、例えば先ほどちょっと言いましたけど、反問権を行使して、反問された議員さんが答

弁なかった場合の質疑をどうするのかというようなことであったり、それから我々、質問回数決

められてますけども、反問回数って決められてないですよね。反問回数というのも例えばもし決

めるなら決めなきゃいけないとかいうこともあるのかもしれませんし、そういったところも含め

て、反問権の明確化というものはどういう形で示すのかということが一つ。それから、どこまで

のことをやっていくのかっていうことを一つ考えていっていただけたらなというふうに思うん

ですけども、どうでしょうか。今、言ったことを分かっていただきましたかね。 
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意（11） この３つが掲げられておりますので、これを中心に議事整理権に基づくだとか、適用

な運用だとか、これに紐づけていくようなことが一番いいのかなと思いますので、あくまでもこ

の３つが中心になると思いますので、これを中心に検討していただければいいのではないかなと

考えております。 

委員長 ほかに。 

 

意見なし 

 

委員長 それでは、課題の解決とはなかなか難しいですけども、もう一回、反問権に関してはお

持ち帰りをいただいて、もう一回考えていただくことってできますかね。 

今日この中で出てきた意見の中で、ここもちょっと聞いてみたいとかありましたら、私が例え

話した話も含めて、何かございますか。御意見、御質問が。よろしいですか。 

意（２） お話を聞いている中で、議事整理権については、そのあたりは異論はあまりないよう

に感じます。一番異論ある部分というのはやっぱ議員の責務の明確化、私どもが提案した、答え

る、答えないという部分じゃないかなと思いますけど、そのあたりいかがでしょうか。 

委員長 ここに対して、どなたか御意見ある方いらっしゃいますか。 

意（13） だから、こちらの質問の意図がよく分からないとか、先ほど言ったみたいに総合サー

ビスについてどうですかって言っても、それが何かっていうのが分からないときは、それはもち

ろん聞いて答えないと話が進まないと思うのでそういうのは別にいいと思うんですけど、だから

そうじゃないものを私は、話がずれちゃうかもしれないんですけど、先ほど議事整理権っておっ

しゃったんですけど、私はやっぱり議長や委員長というのは私たちの代表者に出てるんですよね、

代表者で出ていて、私たちが責務を果たせるようにやっぱり議事運営をしていただくっていうの

が基本だと思うんですね。逆に言えば、私は当局がはっきり答えないことってこの間すごく多く

て、それに対してやっぱりきちんと答えなさいっていうのが委員長や議長の言うべきこともある

と思うんだけど、何か知らないけど当局側の感じで議事整理権に基づいて議事整理されてるのか

なって思うことが私はすごく感じることが多いんですよね。だからやはりそこは公平公正にやっ

ていただくっていうことが大事だし、それから反問権を受けた場合の質問者の責任をもって誠実

に応答しなければいけない、そこですよね、荒川議員が多分今おっしゃってるところ。そこはど

うするのかってとこだと思うんですけど、基本的に当局の質問を受けるというのが一般質問では
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ないので、先ほど言ったように質問が分からないんであればそれは説明すればいいし、そうじゃ

なくて、別に考え方がなくてもこれはただ単に聞いとかなきゃいけないな、皆さんに伝えなきゃ

いけないなっていうのもあるだろうし、だから別にそこは一般質問なんでね、一般議論じゃない

もんだから、当局に対して監視や牽制をするための質問であるもんですから。これは様々な本に

載ってますし、自治法にも載っていることなので、それをどう私たちが行使できるかっていうと

ころをやはり軸に考えないといけないと思います。 

委員長 切りのないところで、今話が出てますけども。 

だから最初に言ったのは、誰が聞いても分かりやすい議論、要はかみ合ってる議論っていうん

ですかね。こちらが何を言っとるか、向こうがどう答えとるかっていうのがきちんと質疑と答弁

になっているかどうか。これをつくっていくのが議事整理権なんですよ。それがきちんとできれ

ば、当然聞いてる市民の方々にもよく分かる話になるわけですよね。欲しい情報も手に入るだろ

うし、それからここをもっと突っ込んで聞いてほしいなというふうに、議員だとか議会に興味を

持ってもらうことにもつながると思うんですよ。ですから、多分荒川委員も倉田委員も言ってる

ことは同じなんですけど、ただそこの共通認識の幅の差っていうんですか、それがあるからどう

しましょうかということを今ここで議論しているんですよ。それがどうやったら皆さん方が統一

的にできるかっていうことを考えると、先ほど来から言ってるように、議長、委員長の議事整理

権がしっかりとほぼ統一的にそれをやれていくことが大事だよねっていう話、それから質問され

る議員さんがきちんと裏づけのある正確なデータに基づいた形で聞いてる質疑か質問かという

ことも大事なことだと思います。それから、それに対して真摯に分かりやすく答えてくれる答弁、

これをつくっていくのが一般質問であったりだとか、それから委員会における当局に対する我々

の質疑、それぞれ答弁ということになると思うんですよね。 

だからその中で反問権というものが、こういうときには使われますよというだけの話なんです、

単純に。だから、反問権をどれだけ使ってもいいですよ。好きなことを議員さんに聞けますよっ

て言ったって、反問権が出るような質問をしとったら駄目なんですよ、ということじゃないです

か。 

意（13） いや、私これまで反問権ありましたけど、別に答えれないようなことを聞いてるわけ

ではないことも全然違うことを言ってるので。例えば、私が入札の問題やって、やっぱこれ入札

でやるべきじゃないですか、どうなんですかって聞いてるのに、直営でやれっていうことなんで

すかとかってすごい言われて、いやいやそういう意味じゃなくて、まず直営でやるかどうかは置
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いといて、入札でやるべきかどうかっていうことを聞いてるのにそういうことを言われたりとか、

ほかにもそういうのが多々あるんですよ。いやそれは法的に問題があるって言ったら、何条なの

か、どうなんだとか言って、いや問題があると思うからこうやって聞いてるからそこだけ答えて

もらえばいいのに、何条なんだとかおっしゃったりとか、あと長期財政計画のことも、こうこう

こうなって今の長期財政計画どうなんですかって聞いてるのに、市長が財調と基金とかどういう

ためにあるんですかとか、いやいやそんなことは聞いてないしって話で。はっきり言って私の質

問、本当に逆に、多分聞いてる人は分かりにくいと思うんですよね、どんどんずらされていっち

ゃうから。 

だから、それはやはり今委員長がまさしくおっしゃった誠実な答弁だと私は思えないと思うん

ですね。でも中には、いやいやそれは反問権だ、誠実だっていう人もいるかもしれない。だから

それは委員長が反問権なのか反問権じゃないのか、それは議事整理権に基づいてやればいいけど、

でもそれを答える、答えないはやはり言論の自由が議員にもあるわけだから、分かるところは答

えればいいし、別にそれは反問権じゃないから答えませんだって、私は全然それはいいと思うん

ですよね。だから、何が今後… 

委員長 今、言われるように議事整理権の中で反問権の行使を認めて議員に答弁を求めた場合に、

それは私は反問じゃないと思うから答えませんっていうのは、これ議事整理権に反している行為

ですから、反問権がどうだこうだという話じゃないですよ。それは議長だとか委員長の権限を無

視している話になりますからね。だから違う話ですよ、今されてるのは。 

意（13） 今の話でいくと、反問権は答えなきゃいけないってことですか。 

委員長 何のためにこれを決めてるんですか、今、一生懸命皆さんの中で共通認識しましょうと

いうことで。決まったって私は答えませんということを言うんであれば、だったら議事整理権も

くそもないじゃないですか。議長だとか委員長が采配して、その議会なり委員会なりを前に進め

ていくわけですよ。それに対して私は言うこと聞きませんって言ってるのと同じですから、それ

では全く議論もくそもないです。反問権がどうだこうだっていう話じゃありませんから。根本的

に駄目だと思いますよ。 

意（13） 私の例えばこれまでの議事録を読むと、私が質問しました、反問権を許可しました、

反問しました、でもそれがはっきり言って私の質問に対して答えてないこといっぱいあるんです

よね。答えずに反問だけしてくるということがあるんですよね、全然答えられることでも答えて

くれないという。そういうことは逆に言えば委員長や議長が、ちゃんと市長そこは答えなさいっ
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て言うべきとこだと思うんですけど、だから私はそれを議事整理権に基づきって言いながらも、

問題がこれまでもあったと私は思ってるんですね。それを今後は先ほどの話でいくと議運で協議

しなさいって言われても私は議運にも入ってないからどうすればいいんですか。そういうことが

今からだって答えなきゃいけない、その議事整理権に基づいて答えなきゃいけないっていうんで

あれば… 

委員長 過去の話をとやかく言われてもそれはそれでもう終わった話ですので、それはそれで置

いといていただいて、ここにこの件はどうしてくれるんですかみたいな話をされても、ここで話

をすることではないと思いますから。 

だから大事なことは何かって言ったら、議事整理権に基づいて議会とか委員会は進んでいくっ

ていうことは、皆さん統一的にこれは問題ありませんでしょう。だからそこの中に権利として反

問権という権利を与えるということに対してはもう既に権利として与えているわけですから、そ

れをどう行使するかっていうのは当局側の問題であり、それからその行使を認めるかどうかは議

長、委員長の議事整理権の話ですよね。そこで決まったものは、皆さん委員長、議長から言われ

たことであるから、やっぱりそれに対してはきちんと議員として当然答えていただかなければい

けないというところまでは大丈夫ですよね。だから議事整理権にはそれぐらい重きものがあるん

だという話を私はしてるんですよ。でなければ、議長だって委員長だってやれませんよ。 

 

 不規則発言あり 

 

委員長 ですからそれは昔の話でしょ。終わった話でしょ、今言われてるのは、ブツブツ言って

見えますけれども。終わった話は置いておいてもらって、今後、反問権をどうしていくんですか

っていう話をしてるんですよ。反問権じゃないものはどうするんだと、反問権じゃないものは反

問を認めませんよ、議長とか委員長が。そういう技量を持ってやってくださいということを言っ

てるんですよ。そういうふうに皆さん思ってないですか。だから反問権が反問権じゃないってい

うことを、ここで過去これは反問権じゃなかったって話をされてもそれはここで議論することじ

ゃないですから。これはもう見事なまでの反問権だなというようなことがもしあったらそれは当

然そのときの議長が反問を許しますよという話をして、だけどその言われた議員さんが、これは

自分は反問される覚えはないと、だから答えないっていうふうなことを言われるようだったら反

問権なんかなくしたらいいじゃないですか。その代わりもっと質問時間半分にしますか。質問回
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数１回に限らせますか。だから何のために反問を許すかという話に戻ってくださいよ。より分か

りやすい議論にするために反問を許すんですよ。だから反問権はきちんと反問権を与えましょう。

どういう範囲で反問させることを許しましょうかという話をしてるんじゃないですか。そこに反

対する意見は出さないでください。反問権を与えるか与えないかみたいな話に戻ってしまいます

ので。今まで時間を費やしてきた意味がないじゃないですか、皆さんの時間を使って。よろしい

ですかね。 

こういう話が私が意見を言ってるって昔よく言われましたけど、これは議事整理権の中でやっ

てるんですからね。こういう議論をしましょうということをここで方向を示してるんですから。 

それではもう一回整理させていただきますけども、今までの反問することができる範囲の１か

ら３というものを原則として、その中で議長あるいは委員長の議事整理権の中で行っていくとい

うことが基本となります。ただ、そのバックボーンとして存在するのは、分かりやすい議論をす

ること、分かりやすい議論をお互いが、当局側へも当然これは議長から申し入れてもらいますけ

ども、当局側と我々が分かりやすい議論をして、それで必要な情報、知りたいことを市民にしっ

かりと伝えていくというところを目指すということになると思います。その中で議長、委員長の

責務というのは非常に重たい責務があるんですよということをきちんと認識をするということ

と、それから議員も自分はこう思うんだけど、これってこうじゃない、ああじゃないのみたいな

いい加減な質疑じゃなくて、こうこうこういうデータに基づいてこういうことを進めていくとこ

うなるんじゃないんですか、どう思いますかみたいな感じの裏づけのあることをしっかりとやっ

ていただく議員の責務の明確化も必要になると思います。そういったものは明文化できるものに

関しては明文化していくということ。それから反問権に対しての例えば回数制限だとか、それか

ら議員の質疑の取消などというのは、これみっともない話であると思います。そういったものは

特段入れずとも、やっぱりこれも裁量権の中で、それをお答えいただかないと当局の答弁につな

がりませんけど、というようなことで議長が進めていけば何とかいけるんじゃないかなというふ

うに思いますので、あんまり見苦しい部分は入れないでやっていったらどうかなというふうに思

いますけども、どうでしょうか。 

ここのところまでが御納得いただけるんであれば、一回事務局のほうと相談をして、こういう

文面で少しどっかに載せるなら載せると、あまり細かいことまで書いてしまうと幅がなくなって

しまいますので、その辺のところはあまり細かいところまで書かずにいけたらなと思いますけど

も、どうですか。よろしいですかね。 
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倉田委員、よろしいですか。今のところは。 

意（13） 私はこの反問することができる範囲っていうこれを、ずっと先輩議員が決めてきた経

緯の議事録をずっと読ませていただきました。やっぱり何が困ったかっていうと、結局どう答え

ていいか分かんないっていうときに反問権があるといいということで、多分この反問ができてき

たんですよね。 

だからいわゆる質問の内容、どう答えていいか分からないときだけで、私はそれだけでいいと

思います。だから①っていう質問議員の考え方の提示の要求というのも、どう答えていいか分か

んないからその中のどういう考えの下、そういう質問をしたのかっていうのを必要なときもある

と思うんですよね。ただそれだけのことなので、質問が分からないときだけの話だと思うので、

特に今まですごく運用が煩雑だったんですけど、特に私はこのままで文言は変えなくていいと思

いますし、やはり質問が分からないとき、それだけでいいんじゃないかなと思います。 

委員長 質問が分からないとき、これで言うと３番ということですか、今ここに書いてある。 

意（13） そうですね、３番でいいと思います。多分、ほかの議会とかも傍聴とか行って聞くと、

結局反問権がなければ、こういう意図で多分質問されたと思うんですけどそれに対してお答えし

ますって答えてるので、もしそれがその意図じゃないとすれば、また議員が違うんです、こうい

う意図で質問しましたって多分言われると思うんですよね。だから本来、私はもう別に反問権な

くてもいいのかなと思うんですけど、どう答えていいか分かんない、何について聞かれているか

分かんないっていうときに、あえてこれつくったのかなと私は理解したもんですから。そういう

中でただ単に意味が不明なときっていうことは、意味が不明で質問に対してよく分かんない、質

問してることが分からないから２番がそれで、１番はさっき言った感じでこういうふうに範囲を

決められたのかなと思うんですけど、ただこの範囲っていうのが分かりづらい、非常に。どう解

釈するかがそれぞれの議員によって変わってきちゃうもんだから、非常に分かりにくくなっちゃ

ってるかなと思うので、私はもう３番だったら３番だけでいいと思ってます。 

委員長 何度も申し上げますけども、それを決めるのが議長とか委員長の議事整理権の中で決め

てくということを言ってるんですけども、それに対して問題があるんであれば、それ自体を変え

なきゃいけないんですけど、どうですか、皆さん。 

 

 意見なし 
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委員長 だからどんなふうに書いても、その書いた言葉とその議員さんの考え方と合わなければ、

それは反問権じゃないって言い続けられちゃうわけですよね。だからそういう話ではないわけで

すから。 

意（14） 一度委員長が言われたみたいに、たたき台をきちっと作っていただいて、それを示し

てもらってそれで決めていただいたほうがいいと思うんですけれども、それでお願いできません

か。 

委員長 それでは、どこに載せるとかじゃなくて、一回文章化してみます。それで文章化したも

のを皆さんに御提示をさせていただいて、これはどっかできちんと決めたほうがいいねって話に

なれば、議運なり何なりで決めて申合せなら申合せに入れるとか何とかっていうことにすると。

そういうふうでよろしいですか。 

 

 異議なし 

 

委員長 一度まとめたものをお出しするということにさせていただきます。 

それではちょっと時間が昼過ぎてしまいましたけど、もう少し進めさせていただきます。 

 

 

２ 自由討議のあり方について 

委員長 これについても御意見をお聞きしていきますけども、もう書いてあるとおりというとこ

ろであれば、皆さん方、書いてあるとおりでよろしいですけども。どうしてもここでちょっと伝

えておかないとというところがありましたら。 

意（２） 現行の自由討議のやり方ですけど、４日目の総括質疑が終わった後、各派代表者会を

開いて、その後、議運に諮って自由討議を行っていくってやり方なんですが、この時点で既に論

点や争点が明らかな議案や案件があれば、その時点で持っていける話になりますし、問題が顕在

化してあったり議案の熟度が低い案件についてもその時点でやれると判断をするんですが、この

時点でお互いの委員会に所属する議員、それからその他の議員の考え方というのは非常に分から

ない部分があります。現行は現行で維持するのか廃止するのか、その辺も御検討いただく部分か

と思うんですが、市政クラブとして、少し付け加えさせていただいた内容なんですけど、事前準

備もそういった問題もあるかもしれないんですが、委員会開催中にやっぱりいろんな委員の意見
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や質疑が出てくると思います。その中でやっぱりお互いの議員の考えを聞きたいといった部分で、

その時点で動議を発動して提案説明をした後に、委員会として動議の可否を決定して自由討議を

行っていくことも一つの手ではないかなということで提案させていただいております。その時点

で賛成反対も多少明確になってくる部分もあるもんですから、やれる部分もあると。ただし、時

間的な、私も一度経験したんですけど、時間的な部分が少し短い部分もあるか思いますけど、そ

の時間内にまとめるのはやはり議員の裁量であり能力の一つであるかと思いますので、そのあた

りのほう御検討いただければと思います。 

委員長 それでは、皆さんからいただいた意見の中で、新政会さんと凛々会さんが廃止を含めて

見直すということで、廃止っていう言葉があえて入ってるんですけれども、自由討議の継続と廃

止ということをまず分けたときに、継続をするというふうにするのか、あるいはもう廃止したら

どうだということで決めるのか。ここに対しての御意見ございますか。 

意（７） 実際、自分が自由討議をしたことがないので、そもそも分からないっていうのと、今

まで２年半やってきた中で１回もないので必要性があるのかっていうのが根本、自分の中ではあ

るんですけど、でも前回の議事録を読んで、自由討議の時間がおおむね 30 分、多分、自由討議

をやると私の中ではすごい長くなっちゃうのかなとか、その時間も大事、必要なのかが分からな

いのでっていうのもあったけど、その 30 分をめどにしているとかそういうのを読んで、これで

本当にちゃんと自由討議が行われるのであれば、必要ならばやってもいいのかなと思ったので、

廃止を含めて見直したらどうかなと思いました。 

委員長  ほかに、この廃止っていうことに対しての御意見ございますか。 

意（12） 私も今回、現時点では大きな課題は見当たらないと書いてあるんですけども、２年半

開催がなかったと。運用上の問題、そして自由討議自体の必要性については現時点で考えにくい

状況ということで、運用するのか、継続するのか、廃止するのかっていうのはまだそのあたり考

えにくいということです。 

委員長 皆さん方に自由討議の実施状況一覧を今回資料でお配りをしていると思うんですけど

も、大半が請願とか陳情、特に請願の場合は、当時は請願だから自由討議をしっかりやらなきゃ

というような意見が議員さんの中から出てきて、結構やってたということがございます。 

それから、非常に大きなテーマである議案についても４つぐらい自由討議をやったことがあり

ますけれども、まず賛成反対っていうものが存在しないと討議にならないんですよね。全員賛成

だったら賛成意見を並べるだけで終わってしまうので、ですからそこが基本となります。反対と
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賛成が必ずあるということが基本になります。それが例えば委員会でやるとするんだったら、委

員長を除いて６名ですから、１対５なのか３対３なのか分かりませんけども、賛成・反対に分か

れて討議をするということになります。ですから、やって意味のないことは決してないとは思う

んですけども。多分、先ほど荒川委員が言われたのは、今、手間暇かけてやってるんだけれども、

結局委員会でやるということになれば、そのテーマで自由討議がしたくても自分がその委員会に

所属してなければ討議に参加することもできないということですよね。ですから、そこはどこま

でいっても多分昔からそこの部分というのはずっとテーマのまま、いまだに課題として残ってい

ってしまうわけです。本当に昔は会派の数が少なくて、２人以上の会派ばかりだったので必ずど

っちかの委員会、あるいは委員会が３つあったときもありましたから、３つの委員会それぞれに

所属をしておると。だから会派の意見としてはしっかりと出せるわけですよね。だから一人会派

の方は自分が参加すらできなければ、賛成か反対かも分からんまま最終日を迎えるという姿にな

ってるじゃないですか、今。その方は委員会に所属してなければ、その方のその議案に対する態

度ってのは分かんないわけですからね。例えば今日の総務建設委員会で委員として出てる人はあ

の方は賛成なんだ、あの方は反対なんだってことは分かりますけれども、傍聴席にいた議員さん

の態度ってもう分からんわけですよ、最終日まで。だからそれもどうかなというのもちょっと思

いがありますが、それを置いといても、やっぱり自由討議に参加ができるできないっていう大き

なギャップができてしまうということは課題として残るということ、これが一つあります。なお

かつ広く少数意見を拾う場所も各派会議を開かない限りはないということになりますから、その

委員会に所属する委員さんが自ら動議を出して自由討議をやりたいということで、議案に上げて

いくという方式だと、わざわざ各派会議とか議運を開かないけども、でも自由討議はやれると。

そういうところで簡略化するんだけども、参加の問題はもともとあるからそれは置いといても、

テーマとして上げるということができないですよね。そこら辺のところをどう考えていくかとい

うところになります。 

取消っていうのはもう考えずに、運用の仕方は今から考えるということに対しては、皆さん賛

成でよろしいですか。 

 

異議なし 

 

委員長 自由討議をなくすっていうことはなしと。では、前向きな形で進めていくということで
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よろしいですかね。 

それでは、廃止っていうのはなくなりましたので、運用等の見直しということを含めて、こう

いうやり方どうだという御意見をまた皆さんから頂戴するような形をとりますので、それでよろ

しいですかね。 

 

異議なし 

 

委員長 高浜市議会の今抱えてる課題みたいなものは言わせていただきましたから、そういうも

のも含めて、できる限り皆さんにチャンスが渡るためにはこうやったらどうだということを考え

ていただければと思います。 

例えばですけど、委員会で開かないという方法もあります。例えば全員協議会みたいなものを

開いてそこで全員でやるとかね。それも一つの手だとは思います。ただし、それは全員協議会と

しての会議録しか残りません。委員会でやれば委員長報告がありますから、本会議場で委員長報

告の中で言いますので、自由討議が行われてこういう意見が出されたということは記録として残

っていきます。 

今言ったように運用を見直していくということで、一度皆さん方にもう一回お返しをしますの

で、また御意見を頂戴できればと思います。 

 

 

３ 趣旨採択について 

委員長 これに関しましても皆さん方から御意見をいただきましてまとめさせていただいてお

りますけども、皆さん方からいただいたものは基本的に全て趣旨採択を廃止する方向でというこ

とで聞いておりますけれども、それでよろしいですか。 

意（13） 私は前回と意見変わりませんので、私はあってもいいと思っております。 

委員長 あってもいいということは、今までとずっと同じということですか。 

 

 意見なし 

 

委員長 それでは、廃止ということで決めないと何が起こるかっていうことだけ説明させていた
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だきますね。今でも趣旨採択っていうのは積極的に取り入れているわけではありません。趣旨採

択を入れて採決をやってくださいということを、委員会の採決の中で意見として出されて、動議

を出されてそれを皆さんがその委員会で認めれば、趣旨採択というものを入れて採決を委員長が

行います。これは本会議の最終日も同じことが行われております。 

廃止すると何が起こるかっていうと、趣旨採択という選択肢はないということになりますから、

動議を出しても受け付けない、それに関しては。趣旨採択はありませんという形になりますから、

動議を出しても要は委員長、議長が受け付けないということになります。 

あとは、例えば陳情、請願に関しては、それぞれ陳情者、請願者のほうに高浜市議会としての

回答をお返しをしております。採択されましたとか不採択でしたとか、あるいは趣旨採択でした

とかいうのをお返ししているんですけども、その中にも趣旨採択はありませんので、採択されま

したと、不採択でしたというのが返されるという形になります。 

採択と不採択の差というのは何かというと、高浜市議会が国に出すとか県に出すとかそういっ

た意見書等は別にいいんですけども、高浜市に対しての陳情とか請願とかがあった場合、それは

採択すれば高浜市としては議会が採択した陳情だから、これに対しては何らかをやらなきゃいけ

ないということを思ってやってくれるはずであります。高浜市議会に対する高浜市のスタンスっ

ていうのは、議会に言われたらやりますというのがずっとそれはやってきておりますから、何ら

かのアクションがそれによって起こるということになります。不採択であれば、当然これは何も

ありません。で、趣旨採択はどうだったかというと、趣旨採択は全くアクションはなかったに等

しいですね。ですから世間も含めて今までの趣旨採択の評価というのは何かというと、これはも

う議会とか議員さんの自己満足でしかないんですよね、不採択と同じですから、扱いが。それを

もってお考えをいただいたというふうに思ってますけども、今、お一人倉田委員が今までどおり

だという意見がございましたけども、どうでしょうか、今言ったように採択、不採択のみという

形にしていくのか。 

意（13） 私は自己満足とは全く思ってません。そこは否定したいと思います。例えば、趣旨採

択の内容でこういうことをやってほしいっていう市民のほうから請願、陳情が出た場合、やるべ

きだと思ったとしても、例えば今の体制だとできないっていうものもあると思うんですよね。そ

れをむやみにただ反対ですっていうことは、その陳情や請願自体を否定するとも捉えられかねな

いので、やはり本来であればやるべきだ、これはちょっと考え方の違いかと思うんですけど、先

ほど委員長がおっしゃった、例えば、趣旨採択ではなくて採択された場合っていうのは、もちろ
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ん議会の意見は尊重されます。それはどこでもそうだと思います。尊重されるけど、ただ執行し

なければいけないという義務は私はないというふうに解釈してます。高浜市議会はこれまでやっ

てきたということであればすごく議会のことを尊重していただいてたのかなと思うんですけど。

だけどそれを思えば、やはり採択をするのであれば、当局側が必ずやらなければならないという

ことになってくると、なかなか今の情勢、特に今高浜市の状況だと、今すぐにはできないことっ

ていうのはすごく多いと思うんですよね。そうなってくると、ただ単に不採択にしてしまってい

いのかっていう思いがすごくあります。私自身もすごく葛藤します。いつもそうです。採択、不

採択、趣旨採択すごく葛藤するんですよね。だから私は、本来やるべきだけど今はやれないって

なったときの採決ってすごい難しいと思うんですよね、それをどう取り扱うか。皆さんはそれで

賛成なのか、それで反対なのかってどっちかになっちゃうっていうことで、私としてはやはり前

と意見が一緒なんですけど、やはり議案と違いますよね。議案は賛成か反対かしかないですよね。

賛成か反対かを表明することによって、必ず賛成であれば執行部はそれに従うし、反対であれば

それはできない。でも、陳情や請願というのはそうじゃないんですよね。陳情があったからとい

って、先ほど言ったみたいに議会の意見は尊重するけど別にやらないからといって何も処罰もな

ければ違法性もないわけなので、そういうことを考えると、やはり議案とは違うっていうところ

で、私は残してもいいかなと思っています。 

委員長 ちょっと言ってる意味がよく分からない。 

意（11） もともと趣旨採択というのは、反対という色合いが濃いものだと僕は思っております。

ですから、請願、陳情を出された方が、仮に不採択になればどうしたら採択をしていただけるの

か、どういう行動を取ったらこの陳情書が受け入れられるのか、趣旨採択も同じですけども、そ

ういう行動につながる我々は採択をしなきゃいけないと思っておりますので、この陳情にはこう

いう趣旨があるんだから採択する、この陳情、請願にはどうしてもそれにそぐわないということ

であるならば反対をするという態度をしっかり取ることによって、出された相手側にもその意図

は通じると思いますので、その以後の行動に僕はつながるものだと思いますので、採択、不採択

というものをしっかり分けて表示すること、明言することが、出された方へのメッセージになる

のかなというふうに感じますので、趣旨採択はなくてもいいと今、実感しております。 

意（13） 鈴木委員にお聞きしたいんですけど、本来であれば、例えば一例を出して、高校生ま

での通院費も無償にしてほしいという請願なり陳情が出た場合、例えば私がそれはやっぱりやっ

たほうがいい、でも今の財政状況だとできないってなった場合は、勝彦委員は多分反対に回るの
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かなと思うんですよね、今の話を聞くと。そうなった場合、予算の関係でできないっていう場合

は、住民は何ができるんですか。私ちょっと住民ができることってないような気がするんですけ

ど、どういうことができるんですか。 

委員長 例え話で答えるっていう場ではありませんので。 

意（13） いや、だってつながるって言うから、反対したら。どうつながるのか。 

委員長 ほかにありますか。 

意（11） だから、その請願、陳情に対して我々は反対すると、今の現状を踏まえて反対します

というような採決結果が出るわけですから、それに対して、やっぱり出された方にしっかり我々

がその反対理由を説明すべく、反対だという説明をしなきゃいけないと思いますけれども、やっ

ぱり出されたときの現状を理解していただいて、今の現状では非常に難しい、我々は高校生まで

無償化をしてあげたいという感情は持っておりますけれども、今の現状ではできないというとこ

ろをしっかり見せることが、やっぱり出された方へのメッセージになると思いますので。そこま

でですので、一々例を出されて言われても困るんですけど、その一例を言われるなら、そう答え

ます。 

委員長 今、大方の方が廃止でいいんじゃないかという話をされておるもんですから、例えば今

までどおりにしておいても、趣旨採択という動議が委員会で出されても皆さん反対されるという

意味でよろしいですか。もう趣旨採択という選択肢は選ばないということは、変えても変えなく

ても一緒ですよね、多数の方がもう趣旨採択を選ばないということになるんだったら。元から趣

旨採択を運用していないほかの市議会さんのほうが多いんですよ、もう。ですから、よりシビア

な選択を市民の方々に示しているということになりますよね、ほかの市議会は。ですからそれを

もって考えていくほうがいいのかなということが一つあるのと、それからもう一点は、やっぱり

今まで以上に行政の選択と集中というのは今から厳しさを増していくと思います。そうすると、

いろんなものをやめなければならないっていうことが今から増えていく可能性があります。そう

すると、何とかしてくれという陳情は、それと共に増える可能性というのがあるんですよね。だ

から、その中を考えると、当然今やれること、先ならやれることっていうのもあるかもしれませ

んけども、今やめるしかないとか、今だったらこれよりもこっちを取らなきゃいけないんだとか

っていうことが、我々議会に市民が突きつけてくる時代になります。だから非常に大事なことな

んですよ、ここでいう趣旨採択を入れるか入れないかということは。その代わり、さっき鈴木委

員が言われたみたいに、市民に対しての説明責任は伴っていくわけですから、当然皆さん方の口
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から、これはこうこうこういう理由でこういうふうに我々は判断しましたということをお伝えし

ていく、これは今までも多分やってきて見えるじゃないですか。 

意（13） お伝えしていくっていうことなんですけど、例えば請願の代表者とか陳情の代表者に

多分結果をお知らせするっていうことをされてると思うんですけど、私それ見たことないもんだ

からどういうことが書かれてるのか分からなくて。例えば、採択しましたとか不採択でしたとか

趣旨採択でしたってそれだけではなくて、各反対の意見とかも全部書いてお知らせしてるんです

か。どういう形なんですか。 

委員長 陳情者に対して、いただいた請願とか陳情に対しては、高浜市議会としては不採択とな

りましたみたいなものが行くだけです。 

意（13） 例えば反対した場合、それはぴいぷるにはちょっと小さい字で載るかもしれないけど、

でもそれは本当にほんの一部の意見であって、公にお知らせしていくっていうのは、結局議事録

で見てくださいっていうことですか。それだけになっちゃうのかなと思うんですけど、そういう

ことでしょうか。 

委員長 そういうとこですよね。あとは皆さん方が、例えば個人的に議会報告会みたいなものを

やってるんだとか、お便りを出してるだとかっていうところにはそういうのが載るのかもしれま

せんし、何とも言えませんけどね。そこに対しては趣旨採択があるないはあまり関係ない話です

から。 

どうしますかね。趣旨採択廃止の方向で、倉田委員、どうでしょうか。 

意（13） いや、私はごめんなさい、やっぱり趣旨採択、残してもいいかなと思います。やっぱ

り本当に私いつもいつも議案も賛成しようか反対しようかすごく悩んでるんですけど、何度も言

ってますけど、採択したからといって当局はやる義務はないもんですから、私は趣旨採択という

形で、いわゆる請願者、陳情者の意図は酌むっていうところの表現にもなるのかなと思うので私

は残してもいいかなと思います。 

委員長 先ほど来から、当局が採択してもやる義務はないということをおっしゃってますけども、

その義務とかのそういう話ではなくて、それだけの重きものを高浜市議会は持ってるんですよと

いうことをお伝えしたと思うんですけど、先ほど。そう思って皆さん方、採択とか不採択してる

というふうに、私はずっと議員さん見てきてそうやってると思ってますけど、その意味でどうし

ますかということを聞いてるんです。だから説明してるんですよ、先ほどから。これ採択して何

とか高浜市にこれやらせるんだという思いがなく採択をしてるわけじゃないですよね。何にもや



 26 

らなきゃ一般質問バンバンぶつけるんじゃないですか、きっと。こういうのを何年何月に採択し

たけども、何もやってないじゃないかっていう一般質問をいろんな議員さんがぶつけるはずじゃ

ないですか、何もやらなければ。そんなことやらなくたってやりますよ。僕はそれぐらいのスタ

ンスで高浜市議会見られてると思いますけどね。 

それでは、一旦ここで採決を採らせてもらってもよろしいですか。 

先ほど言ったように、今の段階で今までと同じって言っても、趣旨採択は選択肢として動議は

受け入れないということを皆さんが先ほど確認したところ、そういうふうだったので、結局なく

しても同じということになりますので、そこのところを御理解いただいて、一旦、議会改革特別

委員会での採決をさせていただきます。 

それでは、趣旨採択を今後廃止するということに賛成の委員の方の挙手をお願いします。 

 

挙手多数 

 

委員長 多数ですね。それでは趣旨採択は廃止ということでなりましたので。 

では、この趣旨採択については、今後、議題としては除かせていただきますけどもよろしいで

すか。 

 

「はい。」と発声するものあり。 

 

委員長 ありがとうございます。 

それでは、次回の議会改革特別委員会に関しまして日程を調整していただきたいんですけども、

12 月定例会告示の前ということで、11 月 13 日の木曜日、御都合はどうでしょうか。 

 

（委員会で日程調整） 

 

委員長 11 月 13 日の午前 10 時、次回議会改革特別委員会を 10 時ですね。 

それまでに先ほど言ったように反問権についてはこちらのほうで少しまとめたものをお出し

するということと、あと自由討議のほうは皆さん方からまた御意見を頂くということで、どのよ

うに運用していくかというところを御意見を頂戴できればと思いますので、よろしくお願いをい
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たします。 

それでは、次回は 11 月 13 日、午前 10 時ということになりますので、よろしくお願いをいた

します。 

本日の案件は全てこれで終了となります。 

以上をもって、議会改革特別委員会を終了いたします。 

 

委員長挨拶 

 

 

 

                             閉会 午後０時 44 分 

 

 

議会改革特別委員会委員長 

 

 

議会改革特別委員会副委員長 


